
第十四次地方分権一括法案の閣議決定について 

 

本日、政府は「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推

進を図るための関係法律の整備に関する法律案（第十四次地方分権

一括法案）」を閣議決定した。 

 

本法律案は、地方公共団体が地域の実情に応じた取組を進め、住民

の利便性向上や行政事務の効率化を図るため、地方からの提案に基

づき、地方公共団体と関係機関等との連携・協働や地域住民の生活に

重要な業務を担う人材確保による住民サービスの向上等を実現する

ものであり、評価するとともに、今後、国会において早期成立が図ら

れるよう強く要請する。 

 

さらに、法律成立後は、必要な政省令の整備を速やかに行うととも

に、所要の財源措置、スケジュールの提示、研修の実施やマニュアル

の整備等について、地方の意見を十分に反映して、地方の負担軽減に

資する具体的な検討と調整を早期に進めることを求める。 
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